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‖PO法 人 (特定♯営利活動は人)

くらしこバイオ7う ザ2'定 麒

第:章 総 則

(名 椰 )

露,条 こ の3tAけ、特定非営利活動は人くらしこバイオ7ラ ザ2,こ いう。ただし重記購上

けくらしこバイオ電ラザにしゅういうこ表示する。

(事務所)

第2条  こ の法人は主たる事務所を東京都中央区日本橘事場町二丁目5薔3号錦ロピ′ιに置く。

(目 的 )

第3条  こ の8tAは、医療、8糧 、環境0こ 、今饉幅広い展開が予想されるパイオテクノロジー、

同製品・サービスに関し、…||の人々に対して、科学的見識のパックボーンこして科学

的で分かι:島く、生活者の視点からバランスの取れた情報機値を行ない、同時に…僣の

人々こ環宙自のコミュニケーションを行う等によιl、社会全体の理解を課め、バイオテ

クノロジーの饉全な発展を促違し、もって社会全体の公菫の増道に寄与オることを目的

とする。

(特定♯営利活動の種饉)

第4条  こ の法人は、前条の目的を重成するため、次に掲lfる種類の特定非営利活動を行う。

(7)保 腱、医療スは福社の増進を目う活動

(2)社 会練青の推進を目う活動

(3)環 境の保全を目う活動

(4)地 ■安全活動

(5)口 隠協力の活動

(6)上 記の活動を行う団体の運営スは活動に間する通絡、助富スは籠助の活動

(事業の種順)

第5森  こ の法人は、3条の目的な違成するため特定11営刊活動に饉う亭露として次の3業 を

行う。

(1)バ イオテクノロジーに関す0-艘 の人々の理解深化のための情綱IRI

(2)バ イオテクノロジーに間する-000人 々の理解深化のための情目の岬籠解析、
露

(3)バ イオテクノロジーに開する…傲の人々の理解課化のための情報機値
(4)パ イオテクノロジーに間する一僣の人々の理解深化のためのイベントの2日立案

(5)バ イオテクノロジーに関する―mの 人々の理解深化のためのイベントの実施

(6)バ イオテクノロジーに関する市民鶴座‖出鰐の支彙

(7)バ イオテクノロジーに間する市Rn― mに 資する人材の青威



(3)そ の他この法人の目的な違成す0ためにIb●●亭秦

2 1R菫 亭簾

この法人は次のIR盤事凛を行う。

(ヨ)フ リーマーケゥト、コンテスト (オークション)等催し相の開催

(2)刊 行拍、鴨昌等の販売

(3)■ 童受託亭策

3 前 項目Z号に掲ifう事薫は、同項第 1暑に掲If●事業に支障がない限`1行うものこ

し、そのIR難勝同項第1号に掲lfう夢露に充τうものこする。

第2章 会 員

⌒     (種 鵬

第●祭 こ の法人の会員は、次の2種こし、正会員をもって特定非営利幡動促道法 (以下「法」

という。)上の社員とする。

(1)正 会 員 こ の法人の目的に賛口して入会した個人及び団体

(2)協 力会員 こ の法人の事露に協力するため入金した個人及び団体

⌒

(入 金 )

第7条  正 会員及び協力会員の入金について、特に条件け定めない。

2 正 会員及び協力会員としτこの法人への加入を僣菫するものは、代表がBIJに定める

入会申込書 (電子メー′ιも含0)に よιl、代表に申し込むものこし、代表は、正当0

理由がない限ιl、ハ会を認め●I十ればならない。

3 代 豪は、第 2項 のものの入会を田めないときは、違やかに、理由を付した書面をもっ

て本人にその旨を通知しなければならない。

(会 ■ )

第8条  正 会員晨び協力会員は、構会においτ別に定める会■を納入し0け ればならない。

(会員の資格の凛失)

第9条  正 会員及び協力会員が次の各号0-に 餃当するに至ったここは、その資格を凛失する。

(,)退 会届の提出をしたこき。

(2)本 人が死亡し、スけ会員である団体が消層したこき。

(3)継 籠して2年 以上会■を澤納したこき。

(4)除 名されたとき。

(退 会 )

第 '0条  正 会員及び協力会員は、代豪が制に定める退会届を代豪に担出して、任意に退会オ

うことができる。



(除 名)

第 1,条  正 会員及び協力会員が次の各暑の―に餃当する場合には、理事会の麟決によι:除名

するここかでもう。

(1)こ の2nに 違反したここ。

(2)こ の法人の名誉を傷つI・「、スは目的に反する行綺をしたここ。

2 前 項の規定によι:会員を除名しようこする場合は、出熱の前に当腋会員に合明の機

会を与えOl■ればならない。

(拠出金品の不退量)

露'2条  既 に納入した会費晨びその他の拠出naけ 遇置しない。

第3章 役 員及び職員

⌒      (役 員の種類及び定員)

第 ,3条  こ の法人には、理● 15人以上 25人以内、監事 1人以上を置き、理りのうち 1人を

代表、3人以内を副代豪、1人を導― 、3人以内を常務理事とする。

(役員の選任および解任)

第 ,4条  役 員は、総会で選任する。

2 代 豪、副代表、幕緒理事、常緒理事は、理事の互選こする。

3 役 員のうちには、それそれの役員について、その配儡昔若しくは ,親等以内の颯

族が1人を超えて含●れ、スは当腋役員壼びにその配偶書及び3親薔以内の親族が

役員の総歌の3分の1を超えて含●れるここになっτけならない。

4 法 露20森の各号のいずれかに餃当する者は、この法人の役員になることができな

ιl。

5 監 亭は、理事スはこの法人の職員を兼わ0ことができない。

● 役 員が次の各暑の―に餃当するここは、役員については情会の饉熱によι:当餃役

員を解任することができる。

(')lb■ の故障のため繊路を軸行することができないこ露められたこe。

(2)策 路上の議路違反その他役員たうにふさわしくない行■かあったこ賜められるこ

き。

7 前 項の規定によιl役員を解任しようとする場合は、議決の前に当餃役員に弁鴫の

機会を与え61■れ膠ならない。

(役員の職務)

第15条  代豪け、この法人を代豪し、その粛路を総理する。

2 EIJftaけ、代豪を相佐し、代表に事故のあるこ●スは代豪か欠‖たこきは、代豪

があらかじめ指定した順位に従ってその職路を代行する。

3 -け 代表及び■代表を相佐して療精を続楯する。

4 常 務■亭は、事務理事を補佐しτ繁務を選行する。



ハ

5 理 事は、理事会を構成し、この定線の定め及び理摩会の日腺に基づき、法人の業

務を軸行する。

● 監 軍は、凛に掲r●職路を軸行する。

(1)理 事の業務執行の状況を監童すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監菫すること。

(3)前 2号の規定によう監童の結果、この法人の策緒スは財産に関し、不正の行魯

スは法令苦しくけ定稼に違反する菫大な事実酪 うことを発見した場合には、こ

れを構会ス勝所轄庁に露告するここ。

(4)前 暑の縄告をするため必事がある場合には、需会を招集するここ。

(5)理 事の薫緒散行の状況スけこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ

ること。

(役員の任期)

第16条  役 員の任期は、2年こする。ただし、再任惨崎lfない。

2 相 欠スけ増員によι:選任された役員の任期は、前項の規定にかntわらず、前任者

蓼たは、現任者の鴨任期間こする。

3 役 員は、辞任スは任期口7饉 においても、饉任昔か棘任寸ろ参では、その職務を

行わOl■ればならない。

(欠員相充)

第17奈  理事ス惨監事のうち、その定凛の3分のコを超えるものか欠けたここは、選澤なく

これを相充しなければならない。

(役員の“酬)

第'8条  役 員は、その構歌の3分の1以下の範□内で■訓を受けるここかできる。

2 役 員には、その職路を軸行するために喜した■日を支払うことができる。

3 前 2項に間し必事な事項は、理事会の出決を経て、ftaが31Jに定める。

(3務局)

第19条  こ の法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事 務嗣には、3稲属長及び職員を置く。

3 事 務属長は、― の同意を得τftaが●嘱し、職員は、専路理事が任免する。

第4章 総 会

(総会の構成こ闘組)

第20森  こ の会の構会は、通常総会こ■崎総会の2種とする。機会け正会長によιl構成し、

毎年 1口とする。

2 ■ 時構会は次に掲lfう場合に開饉する。

(1)理 事会がgb専こ露め、招凛の綺求をしたここ。

(2)監 事が露 15森露6項第4■の規定に基づいてIB4するこ宅。



⌒

(総会の権能)

第2'条  構 会は、以下の事項について麟決する。

(1)定 漱のな要

(2)解 散及び含伴

(3)亭 繁計百及びIR富予算童びにその変更

(4)亭 策帽告及び颯ま決算

(5)役 員の選任及び解任

(6)会 ■0額

(7)そ の他運営に間する菫事事項

(構会の招集)

=22条  機会は、代豪が招凛する。

2 総 会を招凛するときは、会饉の日時、場所、目的及び書綺事項を記載した書面を

もって、小なくこもう日前蓼でに通知しなl・「ればならない。

3 第 20条 第2項露2号の請求があった場合にはその日から 30日以内に日時総会

を招集しなければならない。

(構会の蘭長)

第23条  繊 会の議長は、代表がこれにあたる。

(総会の定足歌及び饉油)

第24条  機会は、正会員の3分の,以上の出席をもって成立する。

2 総 会における麟熱事項は、第22条第2項の規定によって予め通知した事項とす

る。ただし、麟事が麻急を専する場合にはこの限ι:ではない。

3 構 会は、この定稼の刑条に定める場合を除き、出席した正会員の過半歌の同意を

もって決し、可否口歌のときは饉曇の熱するここうによる。

4 や むを得ない理由のため、構会に出席てきない正会員は、予め週細された事項に

ついて書面●たは他のIa員 を代理人として豪決僣を行値することができる。

5 前 項の提定によιl豪決した正会員は、当条第1項、第2項及び3項の規定の適用

についてけ出席したものこみなす。

(総会の“事録)

第25条  機会の出事については、次の亨項をEarした綺亭鳳を作成しなl■ればならない。

(1) 日 時及び場所

(2)正 会●88及 び出席者敏 (書面豪決者ス僣豪熱僣饉任者がある場合にあっ

ては、その歌を付記●るここ。)

(3) ● ―

(4)饉 事の経過0欄薔及び饉熱0縮屎

(5)― 名人の選任に間する事項



2 臓 事録には、饉晨及び構会の出席正会員の中から選にされた議事F18名人Z人以

上が署名、押印しなl■ればならない。

第5章 理事会

(理事会の構成)

第2●条 理事会は、理事をもっτ構成する。

(理事会の構能)

第27条  理事会は、この定線の別に定めるもののほか、次の事項を餞決する。

(r)機 会に付“すべき事項

(2)需 会の饉決した事項の積行に目する事項

(3)そ の他総会の饉決を事しない会緒の軸行に開する亨項

(理事会の開催)

⌒     =28条  理事会は、次の各号0… に餃当する場合に開催する。

(1)代 表か必要こ認漿 こ●

(2)理 ●総歌の3分の:以上から会麟の目的である事項を記職した書面をもっ

て招集の請求があったこき
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(■事会のt2● 及び“鎌)

第3'条  理事会は、理事総聴の2分の:以上の出席をもっτ成立する。

2 理 事会にa叶 ●饉決事項は、第 29森第 2項の規定によって予め過知した事項

こする。ただし、出事が審籠を専する場合にはこの限ιlではない。

3 理 事会の議事は、出席者の過半機の同意をもって決し、可否同聴のこeけ饉曇

のPRするここうによう。

4 や むを得ない理由のため、■事会に出席で鋳 い理事は、予め過知された事項

についτ書画をもって表決権を行値することができる。

5 前 項の観定によι:豪決した■事は、当条第 :項、第2項及び=3項 の規定の適

用については出席したものこ"0す 。



(理夢会の出事録)

第32条  理 事会の饉事については、次の事項を記職した鮨亭録を作成しなけれはならない。

(7) 日 時及び場所

(2)理 事構歌及び出席書磁及び出席苦氏名 (書面表熱音スは豪熱僣醸任音があ

る場合にあっては、その歌を付記するここ。)

(3)● 譴事項

(4)饉 軍の経過の概喜及び饉決の結果

(5)饉 亭“署名人の選任に固する事項

2 議 事録には、議長晟― の中から選任された露事録署名人2人以上が署名、

押印しなl■ればならない。

第●章 資 産及び会計

(資産の構成)

⌒     第 33条  こ の法人の資産け、次の各号に掲lfうものをもって構成する。

(1)離 立当初の財産目録に記"さ れた財産

(2)会 費

(3)寄 付金昌

(4)財 産から生じるIRλ

(5)亭 業に伴う収入

(6) そ の他のlHλ

(資産の区分)

第34条  こ の法人の資産は、特定♯曽刊活動に饉う亭策に同する資産及びIR盤亭業に関す

る資産のZ租順こする。

(資産の管理)
⌒
    第 35条  こ の法人の資童は、代表が管理し、その方法は、理事会の饉決を経て、代表か別

に定める。

(会計の鷹則)

第3● 条 こ の法人の会計け法第 Z7条各号にH・Fる原則に従って行うものこする。

(会計の区分)

第37条  こ の法人の会計は、特定♯営利活動に饉う事撃に間する会計晨びIH盤事業に同す

0会 計の2覆 に区分する。

(市繁計■晨び予算)

第38条  こ の法人の事常計■及びこれに伴うlR京予算は、毎事業年度ごこに代表が作成し、

需会の饉決を経むければ0ら ない。



⌒

(暫定予算)

第39奈  前 条の規定にかかわらず、やむを得ない理由によιl予算か威立しないここは、代

豪は、理亨会の議決を経て、予算成立の日●て前亭環年産の予算に準じlRλ支出す

ることができる。

2 前 項の収入支出は、新たに成立した予算のlRA賓出こみ0す 。

(予算の追加及び重要)

第40条  予 算成立機にや0を 得ない事由が生した時け、総会の麟熱を経て、既定予算のな

要をすることができる。

(軍粛躍告及び決算)

第4,条  こ の法人の亨策報告書、颯東計算書、■僣対日豪及び財産目田蒔0油騨に関する

書類は、毎事織年鷹織了後、速やかに、ftaが作成し、監申の監童を受け、構会の

議決を得なければならない。

2 前 項の構会の餞決を経た事業報告書、lR支計算書、■僣対熙豪及び財産日録は、

役員名簿、役員のうち前年に組alを受l■た者の名簿、社員のうち :0名以上の名簿

を添えて、当餃事-7機 3ヶ月以内に所轄庁に提出しむl■ればならない。

3 決 算上用余金を生したこきは、次亭栞年度に繰ι:越すものこする。

(事■年産)

第42条  こ の法人の事颯年庫け毎年4月 :日に始きι:翌年3月 3:日に終わる。

第7章  定 線の寝要、解散及び含僻

(定欧の=■ )

第43条  こ の法人が定宙をま更しようとするこきは、構会において、正会員穂の 2分 の 1

以上が出席し、総会に出席した正会員の4分の,以上の多歌によう饉決を経、かつ、

法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて師轄庁の認証を得なければならない。

(解 散 )

第44条  こ の法人は、次に掲rfう亭由によιl解散する。

(1)構 会の決麟

(2) 目 的とする特定lF営利活動に饉う事粛の成功の不能

(3)正 会員の欠亡

(4)含 儲

(5)磁 童

(6)所 轄庁によう識立認証の取`:消し

Z 前 項露 l号の事由によι:この法人が解散するここは、格会において、正会員餞歌

の3分の2以上の承諸を得なければならない。

3 第 1項第2■の事由によι:解籠するここは、所轄庁の認定を得むl■ればならない。



(磯拿財産の儡口)

露45条  こ の法人が解散 (含僻スは磁産によう解擦を除く。)したここに磯存する財産は

法第 ‖条第 3項に掲rfるもののうち、解散時の機会で議決したこの法人こ目的が額

置する民法第34祭の規定によ‖腱立された法人に譲滅するものこする。

(合 併)

第4●条 こ の法人が含僻しようとするここは、繊会において正会員霜積の 3分の2以上の

議決を経、かつ、籠轄庁の認証を僣Ol■ればならない。

第8章 公 告

(公告の方法)

第47条  こ の法人の公告は、この法人の掲示場に掲示することもに、官綱に掲属じて行う。

第9章 緯 則

(細 則 )

第48条  こ の定稼の施行について必薔●組則は、理事会の議決を経て代表がこれを定める。

‖ 則

, こ の定稼は、この法人の議立の日から籠行する。

2 こ の法人の議立当初の役員は、次に掲lf●者とする。

⌒

代  表

口 代 豪

― 事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  ●

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

六

大

真

阿

牛

歌

大

ホ

錦

地

中

永

平

藤

正

三

富

久

子

志

子

薫

弘

夫

一
計

修

姜

治

夫

彦

彦

昭

ロ

」

【

］

岬

島

哺

［

椰

一

崎

＝

山

」

】

梓

浦

田



２

廣

格

一
子

宏

康
　
　
　
秀

恵

口

倉

鶴

饉

部

田

山

宙

誌

議

臓

鷹

事

事

事

事

事

軍

理

理

理

理

監

監

3 こ の法人の議立当初の役員の任期は、第 :6条第 :項の規定にalalわらず、成立の日か

ら平成 :6年6日 30日参てこする。

4 こ の法人の餓立当初の事露年産け、露42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日

から平成 15年3月 3:日幸てこする。

5 こ の法人の設立当初の事業計■及びlR富予算は、第 38条の規定にかかわらず、餞立発

起人会の定めるここうによるものこする。

0 こ の法人の設立当初の会費は、第3祭の規定にかかわらず、次に掲if●額こする。

年会■  正 会 員    ― 口   ,0万 円

協力会員    ― 口 2,000円

″■■、

⌒

平成 14年 7月 22日 改ロ

平成 15年 2月 27日 改II
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正会員および協力会員細則

(正会員(団体)の総会への出席者)

第1彙  正 会員(団体)の場合、総会の出席者は、その団体を代表して表決することが出

来る者をいう。

附則

⌒      1 こ の細則は、平成14年 7月 22日 から適用する。
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